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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第83期

第２四半期連結
累計期間

第83期
第２四半期連結
会計期間

第82期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 130,541 64,782 263,728

経常利益（百万円） 3,437 504 9,140

四半期（当期）純利益又は純損失（△）（百万円） 553 △372 5,019

純資産額（百万円） － 82,729 83,656

総資産額（百万円） － 247,672 237,815

１株当たり純資産額（円） － 583.02 581.58

１株当たり四半期（当期）純利益又は純損失（△）金額（円） 4.06 △2.73 36.82

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） － 32.1 33.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
7,035 － 21,774

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△6,923 － △9,033

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△216 － △15,062

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 9,794 9,598

従業員数（人） － 8,616 8,494

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第82期及び第83期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、希薄

化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第83期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 8,616(1,158)

　（注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、当第２四半期連結会計期間の平均人員を（  ）外数で記載してお

ります。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 2,746(84)

　（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載してお

ります。

２．準社員22名、嘱託50名が上記臨時雇用者数に含まれております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）
金　　　額（百万円）

自動車機器事業 42,932

流通システム事業 18,896

その他の事業 860

計 62,689

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）商品仕入実績

　当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）
金　　　額（百万円）

自動車機器事業 1,632

流通システム事業 1,577

その他の事業 1,105

計 4,314

　（注）１．金額は実際購入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）受注実績

　当社グループ（当社及び連結子会社）は見込生産を行っているため、該当事項はありません。

 

(4）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）
金　　　額（百万円）

自動車機器事業 42,655

流通システム事業 19,765

その他の事業 2,361

計 64,782

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

　（１）業績

当第２四半期連結会計期間における世界経済は、金融不安に端を発した米国や欧州の景気減速が進み、さらに、

中国・アジアにおいても経済成長の減速感が現れ始めました。

国内経済においても、金融市場の混乱・円高の進行に加え、企業収益の減少から景気の減速が強まってきまし

た。

このような経済環境の中、当第２四半期連結会計期間における売上高は64,782百万円（前年同期比0.3％）、営業

利益は1,320百万円（前年同期比△45.4％）、経常利益は504百万円（前年同期比△63.5％）、四半期純損失は372百

万円（前年同期比△306.5％）となりました。

当第２四半期連結会計期間の事業別セグメントの概況は次のとおりであります。

 

①自動車機器事業

中国市場においては市場成長に伴った需要増と積極的なビジネス活動の成果により増収となったものの、主力

である欧州市場に加え、米州・アジアでも景気減速及び為替変動の影響を受けました。

その結果、売上高は42,655百万円、営業利益は2,967百万円となりました。

②流通システム事業

店舗システム部門は、国内市場では、新たなコラボレーション戦略推進や顧客ニーズ製品を展開しました。海外

市場では、中国市場でのショーケース販売が好調に推移しました。

ベンディングシステム部門は、国内市場では、清涼飲料自販機の需要が増加しましたが、乳飲料・カップコー

ヒー等の主要顧客の投資抑制傾向が続き、減収となりました。海外市場では、米国市場での主要顧客からの景気減

速の影響を受けました。

その結果、売上高は19,765百万円、営業損失は782百万円となりました。

③その他の事業

住環境システム部門は、環境対応型の高効率給湯器「エコキュート」の開発に係る投資を継続・実施するとと

もに、品揃えの充実を図り拡販に努めました。

その結果、売上高は2,361百万円、営業利益は91百万円となりました。

 

　　また、所在地別セグメントの概況は次のとおりであります。

 

①日本

自動車機器事業においては市場環境悪化の中、新規ビジネスの獲得活動を実施しました。流通システム事業にお

いても、国内向けにコラボレーション戦略と積極的な顧客戦略を展開しました。

その結果、売上高は23,010百万円、営業利益は720百万円となりました。

②アジア

流通システム事業においては、中国における顧客向けのショーケースの需要が好調に推移しました。

その結果、売上高は11,473百万円、営業利益は581百万円となりました。

③欧州

自動車機器事業は主要顧客の車両販売台数減少の影響を大きく受けました。

その結果、売上高は20,821百万円、営業損失は69百万円となりました。

　④北米 

自動車機器事業及び流通システム事業ともに、米国景気減速の影響を受けました。

その結果、売上高は9,476百万円、営業利益は95百万円となりました。

　 

　（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末に比べ5,231百万円減少

し、9,794百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益412百万円及び減価償却費の増加を主に、

1,090百万円の資金を創出しました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、開発拠点の新設及び生産設備の増強を中心に3,823百万円の資金を使用

しました。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金2,109百万円の返済を主に、1,950百万円の資金が減少しまし

た。

　 

　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループは、「21世紀初サンデン企業ビジョン」により「グローバル・エクセレント・カンパニーズ」の実

現を目指しております。

具体的には、グループの社員一人ひとりの活力を結集し、「冷やす・暖める・電子」をコア技術として、「環境に

対応する事業」をドメインに自動車機器システム事業、流通システム機器事業、住環境システム事業をグローバル

に展開、全てのステークホルダーに積極的に貢献し、世界中の人々から喜ばれ、尊敬されるグローバル企業を目指し

ております。　

現在当社グループは、企業価値の向上を目指して、中期経営3ヵ年計画（2007年度～2009年度）を進行中であり、

最終年度である2009年度に過去最高の連結売上高、経常利益を更新すべく取組んでおります。　

本中期経営計画の事業ドメインをグローバル力と品質力をベースとした「環境」に置いております。

　「グローバル」：現在当社グループは、23ヶ国56拠点に展開し、世界中の一流顧客とお取引をいただいておりま

す。当社グループは、成長市場の原点をグローバルに置き展開してまいります。2008年、歴史ある創業の地、伊勢崎市

にSanden Global Center（SGC）を創設し、STQM文化、品質経営、技術開発、モノ造りについて新たな成長ステージへ

の転換を果たしてまいります。

「品質」：長年にわたるサンデン独自の全社的品質経営活動（STQM）を基盤にした品質管理への取組みは、デミ

ング賞・日本品質管理賞はじめ、グローバル顧客、関係機関での評価をいただいており、今後もグループにおいて更

なる進化をしてまいります。　

「環境」：2002年に「挑戦」「創造」「貢献」という基本コンセプトで群馬県赤城山麓に建設したサンデン

フォレスト・赤城事業所は、「環境企業サンデン」のまさに象徴であり、「自然と産業の共生」を実現するととも

に、「環境先進製品」の開発を通して新たな価値創造に取り組み、様々な情報発信、持続可能な社会の創造への貢献

に挑戦してまいります。

中期経営計画の基本戦略として、下記４つの重点施策を展開してまいります。

① グローバル戦略展開強化

　　　・グローバル経営資源の最大活用

　　　・グローバル人材の確保・育成強化

② マーケティング強化

　　　・グローバル成長エリア・市場への積極展開

　　　・国内販売力の強化

③ 技術開発強化

　　　・技術開発センター(SGCT)の活用

　　　・「環境」を軸とした差別化技術開発の強化　

④ モノ造り改革

　　　・モノ造り競争力の強化

　　　・グローバル最適生産・供給体制の確立

 

当期は、世界的な景気減速に加え為替が円高に進んでおり、収益基盤強化に向けた「高効率経営の徹底」と、中期

的な成長のための「事業の競争力強化」を重点課題として認識し、業績向上へ向けてグループ一丸となって実行力

とスピードをもって取り組む所存であります。
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重点と考える具体的な取組み事項は次のとおりであります。

 １）収益基盤強化に向けた高効率経営の徹底

①「固定費構造改革」の継続

  あらゆる仕事の見直しとムダの徹底した排除によって生産性の改善を進め、人材関連コストを含む固定費の　　　　

徹底した効率化についても継続して取組み、収益基盤の強化を図ります。

②「モノ造り」改革によるコスト競争力の強化

  部品コスト競争力を高めるための活動をグローバルで推進してまいります。

主な取組みは以下のとおりであります。

  ・部品の標準化を基本にした「生産工法革新と内製化」の推進   

  ・部品メーカーと一体となった主要部品の「VA/VE」の推進   

  ・グローバルネットワークを活用した「世界最適地調達」の強化

 

 ２）成長のための事業の競争力強化

  ①自動車機器事業の取組み

モノ造りの原点に帰り、グローバル生産拠点の強化とインド・中国等の成長市場への積極的展開、次世代商品開

発の加速をしてまいります。

コンプレッサー分野では、欧米環境規制に対応する為の商品「CO2コンプレッサー、新冷媒コンプレッサー、

電動コンプレッサー等」の次世代商品開発の一層の加速を図り、顧客期待に応えるとともに、信頼関係の拡大を実

現してまいります。  

カーエアコンシステムの分野では、「HVAC」システムの日本・アジアでの供給体制確立とビジネスの更なる拡大

に取組みます。

  ②流通システム事業の取組み

店舗システム部門においては、昨今における流通小売店舗業界の再編・見直しへの動き、また地球環境への対応

などから、今まで以上に環境対応を基本とした独自価値提供が不可欠と認識しております。今回当社が独立行政法

人　新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプロジェクト採択を受けて、開発を進めてまいりました、ノン

フロン型省エネ冷凍空調システムの技術開発が完了し、市場投入の準備段階となっております。今後につきまして

は、この環境対応技術を中心に更なる顧客価値増大に向け活動を進めてまいります。

ベンディングシステム部門においては、原油高・原材料高騰等、厳しい市場環境の中で、

・継続的なコスト革新による利益体質の構築

・市場環境変化に対応する、環境対応機・省エネ商品の積極的な市場投入

・多様なニーズに対応した新商品開発による新ビジネス領域の拡大

を図ってまいります。

流通システム事業全体といたしましては、国内外及び店舗システム部門とベンディングシステム部門の枠を越え

たシナジー効果の追求により成長を図ってまいります。

  ③その他の事業の取組み

住環境システム部門においては、環境に配慮し、快適・健康・安心・省エネを追求した商品・システムの提供に

取組んでおります。特に、環境に優しい自然系冷媒使用の高効率給湯器「エコキュート」に資源を集中し、販売及び

商品の多様化を積極的に推進してまいります。

  また、通信モデム等の高付加価値製品の投入や、産官学連携・アライアンスを活用した先端技術の追求により、新

規ビジネス展開を加速し、事業領域の強化・拡大を図ってまいります。

 

 ３）会社の支配に関する基本方針について

  ①基本方針の内容

当社は、株主・投資家、顧客、取引先、地域社会、従業員等の様々なステークホルダーとの相互関係に基づき成り

立っており、ステークホルダーとの相互関係が当社の企業価値の源泉の重要な構成要素となっております。

従いまして、当社はステークホルダーとの信頼関係の構築・強化に努め、社会・環境・経済の全ての面において

バランスの取れた経営を行い、全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たすと同時に、当社の企業価値ひ

いては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に努めてまいります。　
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当社は、資本市場に公開された株式会社であるため、当社に対して投資していただいている株主の皆様には、当社

のかかる考えにご賛同いただいた上で、その意思により当社の経営を当社経営陣に委ねていただいているものと理

解しております。かかる理解のもと、当社は、当社の財務及び事業の決定を支配する者の在り方についても、最終的

には、株主の皆様のご判断によるべきであると考えております。従いまして、当社株式の大量の買付行為がなされた

場合にそれに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきであると考えます。

しかしながら、昨今のわが国資本市場の状況を考慮いたしますと、当社に対しましても当社株式の大量の買付行

為や買付提案があり、この中には株主及び投資家の皆様に対する必要十分な情報開示や熟慮のための機会が与えら

れることなく、あるいは当社の取締役会が意見表明を行い、代替案を提案するための情報や充分な時間が提供され

ずに、突如として株式の大量の買付行為が強行される者がある可能性も否定できません。　

このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する恐れがある大量の買付行為や買付提案

を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると判断いたします。

  ②不適切な支配の防止のための取組み

当社は、平成20年6月24日開催の当社第82期定時株主総会の決議により、当社株式の大量取得行為に関する対応策

（本プラン）を導入いたしました。本プランの概要は以下のとおりであります。

(1) 当社は、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動等の運用に際しての実質的な判

断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置いたします。　

(2) 本プランの発動に係る手続は以下のとおりであります。

　  ・本プランは、保有者の株券等保有割合が20%以上となる市場での買付等または株券等所有割合の合計が20%

以上となる公開買付けを適用対象といたします。買付等を行おうとする者には、あらかじめ本プランに定

める手続に従っていただくことになります。

  　・買付者等は、当該買付等の実施に先立ち、当社に対して買付説明書を提出していただきます。独立委員会は、

当社取締役会に対しても、適宜必要と認める情報等を提示するよう要求することができます。

  　・独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・

比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行います。

　  ・独立委員会は、買付者等による買付等が新株予約権の無償割当ての要件に該当し相当であると判断した場

合には、当社取締役会に対して新株予約権の無償割当ての実施を勧告いたします。なお、独立委員会は株主

の意思を確認するべき旨の留保を付すことができます。独立委員会が、買付者等による買付等が新株予約

権の無償割当ての要件のいずれにも該当しない、または新株予約権の無償割当ての実施が相当でないと判

断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当ての不実施を勧告いたします。

　  ・当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施または不実施等に関

する決議を速やかに行うものとします。ただし、当社取締役会は、独立委員会が新株予約権の無償割当ての

実施を勧告した場合において適切であると判断する場合、または独立委員会が株主の意思を確認するべき

旨の留保を付した勧告をした場合には、株主総会を招集することができるものとし、株主総会が開催され

た場合、当該株主総会における株主の判断に従うものとします。

(3) 新株予約権の無償割当ての要件は次のとおりであります。

当社は、買付者等による買付等が次のいずれかに該当し相当と認められる場合、当社取締役会または株主総

会の決議により、新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。

　  ・本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合

　  ・株券等を買い占めその株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為、当社の犠牲の下に買付

者等の利益を実現する経営を行うような行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすおそれのある買付等である場合

　  ・株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合

　  ・買付等の条件が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当な買付等である場合

　  ・当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合

　  ・買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合
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(4) 新株予約権の無償割当ての概要

    本プランに基づく新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりであります。

　  ・新株予約権の数は割当期日における当社の最終の発行済株式総数と同数とします。

　  ・当社株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割り当てます。

　  ・新株予約権1個の目的である当社株式の数は、別途調整がない限り1株とします。

　  ・新株予約権の行使に際して出資される財産の株式1株当たりの価額は、1円を下限として当社株式の1株の時

価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で別途定める価額とします。

　  ・行使期間は1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で別途定める期間とします。

　  ・買付者等は、原則として新株予約権を行使することができません。

　  ・新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

　  ・当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、全ての新株予約権を無償にて取得することができるもの

とします。

　  ・当社は、買付者等以外の者が有する新株予約権のうち未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予

約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。

(5) 本プランの有効期限は平成23年6月30日までに開催される当社第85期定時株主総会の終結の時までといたし

ます。

 

本プランの詳細については当社ホームページ（http://www.sanden.co.jp）をご覧ください。

 

  ③不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の要件を完全

に充足していること、株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること、株主意思を重視するもの

であること、独立性の高い社外者の判断を重視していること、発動につき合理的な客観的要件を設定していること、

デッドハンド型買収防衛策ではないこと等の理由から、本プランが会社支配に関する基本方針に沿い、当社の企業

価値・株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断し

ております。

 

　（４）研究開発活動

　１）基本的な考え方

当社グループは、全社中期計画の経営方針である（1）グローバル（2）マーケティング（3）技術開発（4）

モノ造り　の４つ視点より「創造による成長」を推進しております。

技術開発においては、（1）一流技術人材育成（2）他社を凌駕する新技術開発（3）開発プロセス改革　の３

つの基本戦略のもとに、グローバルＮｏ１の新商品・新技術の開発により、環境技術分野においてトップラン

ナーとなるべく、全社的な研究開発投資及び研究設備の充実等を進めております。

　２）コーポレート研究開発

冷熱技術では、エネルギーマネジメント技術を、電子技術の分野では、制御、通信、デバイスの開発強化を行

い、トータルシステム分野の発展を考えております。

具体的には、自然系冷媒用コンプレッサー・ノンフロンヒートポンプ技術・新エネルギー技術・新冷熱省エ

ネ技術・情報通信技術（無線通信技術・RFID技術など）・デバイス関連技術等の研究開発を進めています。そ

して、事業と研究開発部門が一体となった４極開発体制（日本・アジア・北米・欧州）の技術支援を幅広く展

開し、顧客ニーズに即応した材料技術・信頼性技術・生産技術などの基盤領域の研究開発を進めています。

また、知財保証体制や重点特許領域制度などを立ち上げ、開発初期段階での有効な特許網を形成する活動を

推進しています。更に、産官学連携活動の積極展開を行っています。具体的には、群馬大学や早稲田大学との包

括協定、経済産業省や(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の公募型研究開発事業への提案活動

も進め、相互の資源・設備・知的財産を有効活用して新たな可能性を追求しています。

創業の地である本社エリアに、新たな技術開発の拠点となるSGCT（サンデン・グローバル・センター・オブ

・テクノロジー）を2008年９月に開所いたしました。SGCTは、当社の将来技術を開発する拠点となります。グ

ローバルに分散している研究開発機能を機能別（コアテクノロジー）に集約し、基盤技術（分析・評価、計測、

解析など）、生産技術（素形材開発、工法開発など）や要素技術（電子、材料、冷熱など）及び部品化、製品化、

システム化技術開発を各事業領域の開発部門と密接に連携しながら強化・高度化を推進していきます。

　    なお、当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は1,926百万円であります。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、次世代技術開発の創造拠点としてSanden Global Center of Technology の

拡充のため10億円の設備投資を実施いたしました。　

 

（２）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 396,000,000

計 396,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成20年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年11月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 140,331,565 140,331,565

東京証券取引所

市場第一部

フランクフルト証券取

引所

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

計 140,331,565 140,331,565 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成17年６月22日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,243

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,243,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 686,136,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成21年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格      686,136,000

資本組入額    343,068,000

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社の取締役・執行役員・従業員または当社子会社等の取

締役・従業員であることを要する。

なお、本件新株予約権は、下記のそれぞれの期間内にその

所持する新株予約権１個をそれぞれ行使するものとする。

①一回目（50%）平成19年10月１日から平成20年９月30日

②二回目（50%）平成20年10月１日から平成21年９月30日

とする。

一回目の行使をしなかった者は、その行使できる権利は持

ち越され、二回目の期間に全個を行使可能とする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
－ 140,331,565 － 11,037 － 27,205

 

（５）【大株主の状況】

 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８－11 8,011 5.71

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11－３ 7,388 5.26

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 5,088 3.63

株式会社群馬銀行 群馬県前橋市元総社町194番地 5,087 3.63

全国共済農業協同組合連合会
東京都千代田区平河町２丁目７－９

（全共連ビル）
4,729 3.37

サンデン取引先持株会 群馬県伊勢崎市寿町20番地 4,059 2.89

サンデン従業員持株会 群馬県伊勢崎市寿町20番地 3,776 2.69

大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２－１ 3,471 2.47

State Street Bank and Trust Company
AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.BOX

518 IFSC DUBLIN, IRELAND2,861

 

2.04

  （常任代理人　株式会社みずほコーポレート

銀行　兜町証券決済業務室）
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪府大阪市北区西天満４丁目15－10 2,754 1.96

計 － 47,226 33.65

　（注）１．上記大株主のうち、信託業務に係る株式は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社8,011千株、日本マス

タートラスト信託銀行株式会社7,388千株であります。

２．上記のほか、自己株式が3,606千株あります。

３．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行並びにその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ証券株

式会社、三菱ＵＦＪ投信株式会社及びエム・ユー投資顧問株式会社から、平成19年10月15日付の大量保有報

告書の写しの送付があり、平成19年10月８日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受

けておりますが、当社として当四半期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主

の状況には含めておりません。

 氏名又は名称 保有株券等の数（株）  株券等保有割合（％）

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行                           1,524,673                               1.09

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                           6,319,000                               4.50

 三菱ＵＦＪ証券株式会社                             189,000                               0.13

 三菱ＵＦＪ投信株式会社                             328,000                               0.23

 エム・ユー投資顧問株式会社                             393,000                               0.28

 合計                           8,753,673                               6.24
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】　

 （平成20年９月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式

（自己株式等）
－ － －

議決権制限株式

（その他）
－ － －

完全議決権株式

（自己株式等）
   普通株式  4,568,000 － －

完全議決権株式

（その他）
   普通株式  134,874,000 134,874 －

単元未満株式 889,565 － 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 140,331,565 － －

総株主の議決権 － 134,874 －

　（注）　完全議決権株式(その他)には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数２個)含まれております。

 

②【自己株式等】

 （平成20年９月30日現在）

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）      

サンデン株式会社
群馬県伊勢崎市寿町

20番地
3,606,000 － 3,606,000 2.57

（相互保有株式）      

旭産業株式会社
埼玉県本庄市沼和田

948番地
246,000 － 246,000 0.18

三和コーテックス株式会

社

群馬県伊勢崎市波志

江町4138-1
200,000 － 200,000 0.14

株式会社三和
群馬県前橋市二之宮

町575-1
516,000 － 516,000 0.37

計 － 4,568,000 － 4,568,000 3.26
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月

最高（円） 439 520 524 500 479 427

最低（円） 376 411 475 426 389 341

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。なお、当

社は「執行役員制度」を導入していますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、執行役員が１名選任され、当四

半期報告書の提出日において執行役員は21名です。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 9,821 9,611

受取手形及び売掛金 ※2
 61,093 62,922

有価証券 60 144

商品及び製品 ※3
 23,929 －

仕掛品 ※4
 6,214 －

原材料 ※5
 9,333 －

その他のたな卸資産 2,396 －

たな卸資産 － 40,430

繰延税金資産 3,122 4,035

未収入金 3,271 3,916

貸倒引当金 △954 △994

その他 9,996 6,364

流動資産合計 128,284 126,431

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 26,332 24,491

機械装置及び運搬具（純額） 25,967 25,261

工具、器具及び備品（純額） 3,821 4,097

土地 19,515 19,555

リース資産（純額） 7,522 －

建設仮勘定 2,770 5,821

有形固定資産合計 ※6
 85,930 79,226

無形固定資産

のれん 100 8

リース資産 358 －

その他 956 801

無形固定資産合計 1,415 809

投資その他の資産

投資有価証券 17,245 17,182

退職金年金基金 7,676 7,814

繰延税金資産 5,691 4,890

その他 1,598 1,633

貸倒引当金 △170 △173

投資その他の資産合計 32,042 31,347

固定資産合計 119,387 111,384

資産合計 247,672 237,815
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 44,860 45,322

短期借入金 ※7
 15,634 12,220

1年内返済予定の長期借入金 ※8
 4,218 3,786

リース債務 2,417 －

未払金 10,168 9,477

未払法人税等 942 1,081

賞与引当金 3,447 3,332

売上割戻引当金 503 453

アフターサービス引当金 1,427 1,553

その他 8,933 8,876

流動負債合計 92,553 86,105

固定負債

社債 15,000 15,000

長期借入金 ※9
 40,248 41,855

リース債務 4,412 －

退職給付引当金 9,659 9,386

役員退職慰労引当金 218 207

環境費用引当金 522 524

負ののれん 749 －

繰延税金負債 1,056 340

その他 521 738

固定負債合計 72,389 68,053

負債合計 164,943 154,159

純資産の部

株主資本

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 27,206 27,207

利益剰余金 38,165 35,962

自己株式 △2,184 △2,179

株主資本合計 74,224 72,027

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,489 1,798

繰延ヘッジ損益 198 10

為替換算調整勘定 3,571 5,460

評価・換算差額等合計 5,259 7,268

少数株主持分 3,245 4,360

純資産合計 82,729 83,656

負債純資産合計 247,672 237,815
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 130,541

売上原価 ※1
 103,996

売上総利益 26,545

販売費及び一般管理費 ※2
 23,214

営業利益 3,330

営業外収益

受取利息 133

受取配当金 97

持分法による投資利益 920

その他 654

営業外収益合計 1,804

営業外費用

支払利息 1,229

為替差損 164

その他 303

営業外費用合計 1,698

経常利益 3,437

特別利益

固定資産売却益 176

その他 72

特別利益合計 248

特別損失

固定資産廃棄損 151

投資有価証券評価損 73

リース会計基準適用に伴う損失 257

その他 97

特別損失合計 579

税金等調整前四半期純利益 3,106

法人税等合計 2,325

少数株主利益 226

四半期純利益 553
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 64,782

売上原価 ※1
 51,748

売上総利益 13,033

販売費及び一般管理費 ※2
 11,713

営業利益 1,320

営業外収益

受取利息 39

受取配当金 43

持分法による投資利益 332

その他 363

営業外収益合計 779

営業外費用

支払利息 642

為替差損 745

その他 207

営業外費用合計 1,595

経常利益 504

特別利益

固定資産売却益 170

その他 29

特別利益合計 199

特別損失

固定資産廃棄損 131

投資有価証券評価損 68

その他 91

特別損失合計 291

税金等調整前四半期純利益 412

法人税等合計 658

少数株主利益 126

四半期純損失（△） △372
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,106

減価償却費 7,247

賞与引当金の増減額（△は減少） 82

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42

受取利息及び受取配当金 △230

支払利息 1,229

持分法による投資損益（△は益） △920

売上債権の増減額（△は増加） 1,576

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,843

未収入金の増減額（△は増加） 671

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,411

その他の流動資産の増減額（△は増加） 589

仕入債務の増減額（△は減少） △1,328

未払金の増減額（△は減少） 1,301

その他 1,207

小計 9,237

利息及び配当金の受取額 300

利息の支払額 △1,196

法人税等の支払額 △1,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額 60

有形固定資産の取得による支出 △6,749

有形固定資産の売却による収入 894

無形固定資産の取得による支出 △227

関係会社株式の取得による支出 △256

少数株主からの関係会社株式の取得による支出 △792

その他 148

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,704

長期借入れによる収入 314

長期借入金の返済による支出 △2,312

リース債務の返済による支出 △1,512

配当金の支払額 △679

少数株主からの払込みによる収入 411

その他 △141

財務活動によるキャッシュ・フロー △216

現金及び現金同等物に係る換算差額 △106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △210

現金及び現金同等物の期首残高 9,598

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 406

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 9,794
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事

項の変更

（１）連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間より、三共興産株式会社及び株式会社ホンダカーズ高崎

は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。また、当第２四半期連結会

計期間より、蘇州三電精密零件有限会社は新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。

 （２）変更後の連結子会社の数

　56社

２．会計処理基準に関する

事項の変更

（１）「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更

により、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ236百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 （２）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を

適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更により、当第２四半

期連結累計期間の期首利益剰余金は2,329百万円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ247百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 （３）「リース取引に関する会計基準」の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号　平成５年６月17日企業会計審議会第一部会　平成19

年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号　平成６年１月18日、日本公認会計士協会　会計制度委員会　

平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度にかか

る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、第

１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を０とする定額法を採用しております。この変更により、当第２四半期連結累

計期間の営業利益は119百万円増加、経常利益は30百万円増加、税金等調整前四

半期純利益は226百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

３．追加情報 　（機械装置の耐用年数の変更）

当社及び一部の連結子会社は、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正

する法律」　平成20年４月30日　法律第23号）及び（「減価償却資産の耐用年数

等に関する省令の一部を改正する省令」　平成20年４月30日　財務省令第32号）

による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、第１四半期連結会計期

間より一部の機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の

方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ265百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【簡便な会計処理】

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　該当事項はありません。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等合計に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

注１．※６

区分
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

有形固定資産の減価償却累計額（百万円） 127,189 113,710

注２．※１、※２、※３、※４、※５、※６、※７、※８、※９

担保に供している資産並びに担保付債務は下記のとおりであります。

区分
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

担保資産   

建物及び構築物（百万円） 221 146

土地（百万円） 1,481 843

預金（百万円） 50 494

その他（百万円） 686 559

計（百万円） 2,440 2,043

担保付債務   

短期借入金（百万円） 518 545

１年以内に返済予定の長期借入金（百万円） 737 24

長期借入金（百万円） 61 135

計（百万円） 1,316 705

注３．偶発債務

連結会社以外の会社で金融機関からの借入金他に対して下記のとおりの債務保証及び保証予約をしております。

前連結会計年度末（平成20年３月31日）

区分 金額

  （百万円）

債務保証 SANDEN AL SALAM LLC （  　25,555　   千米ドル）2,560

 沈?三電汽車空調有限公司 （    10,000     千人民元）142

保証予約等 SANPAK ENGINEERING INDUSTRIES(PVT.)LTD.（100,000千パキスタンルビー）160

 計  2,862

　（注）　債務保証及び保証予約は全額外貨建であります。

 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

区分 金額

  （百万円）

債務保証 SANDEN AL SALAM LLC （  　25,555　     千米ドル）2,646

 沈?三電汽車空調有限公司 （    10,000     千人民元）155

保証予約等 SANPAK ENGINEERING INDUSTRIES(PVT.)LTD.（100,000千パキスタンルビー）133

 計  2,935

　（注）　債務保証及び保証予約は全額外貨建であります。
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　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高は下記のとおりであります。

区分
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

受取手形割引高（百万円） 73 103

受取手形裏書譲渡高（百万円） 18 18

 

（四半期連結損益計算書関係）

注１．※２

販売費及び一般管理費について

　販売費及び一般管理費の主要な費目は、下記のとおりであります。

区分
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

給与（百万円） 8,215

運賃（百万円） 2,461

減価償却費（百万円） 1,284

賞与引当金繰入額（百万円） 1,644

アフターサービス引当金繰入額（百万円） 600

役員賞与引当金繰入額（百万円） 28

退職給付費用（百万円） 517

注２．※１、※２

研究開発費

区分
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費（百万円） 3,427

  

注１．※２

販売費及び一般管理費について

　販売費及び一般管理費の主要な費目は、下記のとおりであります。

区分
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

給与（百万円） 4,141

運賃（百万円） 1,340

減価償却費（百万円）    667

賞与引当金繰入額（百万円） 825

アフターサービス引当金繰入額（百万円） 421

役員賞与引当金繰入額（百万円） 13

退職給付費用（百万円） 271

注２．※１、※２

研究開発費

区分
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費（百万円） 1,926
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

区分
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日）

現金及び預金勘定（百万円） 9,821

預金期間が３カ月を超える定期預金（百万円） △50

有価証券勘定に含まれる現金同等物（百万円） 23

現金及び現金同等物（百万円）
9,794

 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　140,331千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　4,000千株

  

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 683 利益剰余金 5 平成20年３月31日平成20年６月25日
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
自動車機器
事業
（百万円）

流通システ
ム事業
（百万円）

その他の事
業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高 42,655 19,765 2,361 64,782 － 64,782

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

 計 42,655 19,765 2,361 64,782 － 64,782

   営業利益又は営業損失(△) 2,967 △782 91 2,276 (955) 1,320

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
自動車機器
事業
（百万円）

流通システ
ム事業
（百万円）

その他の事
業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高 89,912 36,614 4,015 130,541 － 130,541

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

 計 89,912 36,614 4,015 130,541 － 130,541

   営業利益又は営業損失(△) 7,028 △1,577 △385 5,065 (1,735)3,330

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。

(1）自動車機器事業……カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品

(2）流通システム事業…自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種

(3）その他の事業………エコキュート、セントラル暖房・換気システム、車両

３．金額は消費税等抜きであります。

４．会計方針の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（１）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

が、自動車機器事業において108百万円、流通システム事業において67百万円、その他の事業において61百万円

それぞれ減少しております。

　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（２）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、自動車機器事業において247百万円

増加しております。

　（リース取引に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（３）に記載のとおり、「リース

取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号　平成５年６月17日企業会計審議会第一部会　平成19年３月30

日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号　平成６年１月18

日、日本公認会計士協会　会計制度委員会　平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会

計年度にかかる四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を０とする定額法を採用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四

半期連結累計期間の営業利益が、自動車機器事業において58百万円、流通システム事業において42百万円、そ

の他の事業において18百万円それぞれ増加しております。

５．追加情報

　（機械装置の耐用年数の変更）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．に記載のとおり、当社及び一部の

連結子会社は、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」平成20年４月30日　法律第23号）及び

（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」平成20年４月30日　財務省令第32号）
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による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、第１四半期連結会計期間より一部の機械装置の耐用

年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益が、自動車機器事業において234百万円、流通システム事業において27百万円、その他の事業において

３百万円それぞれ減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

北米
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             

(1）外部顧客に対する売上高 23,01011,47320,8219,47664,782 － 64,782

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
19,389 843 1,112 929 22,274(22,274)－

 計 42,40012,31621,93410,40687,057(22,274)64,782

   営業利益又は営業損失（△） 720 581 △69 95 1,327 (7) 1,320

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

北米
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             

(1）外部顧客に対する売上高 44,05820,23647,58818,657130,541 － 130,541

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
39,5771,8062,2681,87145,522(45,522)－

 計 83,63522,04249,85620,529176,064(45,522)130,541

 営業利益 1,8371,055 937 411 4,242 (911)3,330

（注） １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等

欧　州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等

北　米：アメリカ、メキシコ等

３．金額は消費税等抜きであります。

４．会計方針の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（１）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

が、日本において236百万円減少しております。

　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（２）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

当第２四半期連結累計期間の営業利益が、アジアにおいて３百万円の減少、欧州において267百万円増加、北米

において16百万円減少しております。

　（リース取引に関する会計基準の適用）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（３）に記載のとおり、「リース

取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号　平成５年６月17日企業会計審議会第一部会　平成19年３月30

日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号　平成６年１月18

日、日本公認会計士協会　会計制度委員会　平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会

計年度にかかる四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を０とする定額法を採用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四

半期連結累計期間の営業利益が、日本において119百万円増加しております。

５．追加情報

　（機械装置の耐用年数の変更）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．に記載のとおり、当社及び一部の

連結子会社は、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」　平成20年４月30日　法律第23号）及

び（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」平成20年４月30日　財務省令第32

号）による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、第１四半期会計期間より一部の機械装置の耐用

年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益が、日本において265百万円減少しております。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

  アジア 欧州 北米 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,070 20,833 9,671 44,574

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 64,782

Ⅲ

 

連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
21.7 32.2 14.9 68.8

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

  アジア 欧州 北米 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 26,972 45,686 19,040 91,699

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 130,541

Ⅲ

 

連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
20.6 35.0 14.6 70.2

（注） １．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

１）国又は地域の区分方法：地理的近接度によっております。

２）各区分の属する主な国又は地域

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等

欧　州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等

北　米：アメリカ、メキシコ等

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成20年３月31日）

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨関連

為替予約取引    

売建    

米ドル 5,543 5,171 372

ユーロ 11,233 11,169 64

その他 10 9 0

商品関連 銅スワップ取引 55 63 8

　（注）１．時価の算定方法

当連結会計年度末日における先物為替相場、商品為替相場によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、注記対象から除いております。

  

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

通貨関連

為替予約取引    

売建    

米ドル 5,424 5,306 117

ユーロ 35,424 34,723 701

その他 － － －

商品関連 銅スワップ取引 97 93 △4

　（注）１．時価の算定方法

当第２四半期連結会計期間末日における先物為替相場、商品為替相場によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、注記対象から除いております。
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（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 583円　02銭 １株当たり純資産額 581円　58銭

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益

金額
4円　06銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額については、希薄

化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりま

せん。

１株当たり四半期純損失

（△）金額
△2円　73銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額については、潜在

株式は存在するものの１株当た

り四半期純損失であるため記載

しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益又は純損失（△）（百万円） 553 △372

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失（△）

（百万円）
553 △372

期中平均株式数（株） 136,339,471 136,335,547

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（百万円） － －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (－) (－)

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） (－) (－)

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　－ 　－

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

平成20年11月11日

サンデン株式会社

取締役会　御中
 

あずさ監査法人
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　輝夫　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 野村　哲明　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 足立　純一　　印

 
　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンデン株式会社の

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30

日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンデン株式会社及び連結子会社の平成20年9月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

(1)  四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は、第1四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）を適用している。

(2)  四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は、第1四半期連結会

計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年3月30日改正））及び、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成6年1月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用している。

(3)  四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は、第1四半期連結会

計期間より、「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18

年5月17日）を適用している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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